
指定管理候補者の選定結果について 

 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき，公の施設の管理を指定管理者に行わせるにあたり，西区内体育施設等

について，施設の設置目的をより効果的・効率的に達成するため，平成２０年７月７日より事業者を公募しておりましたが，以

下のとおり候補者を選定しました。 

 

施設名及び所在地 

①新潟市西総合スポーツセンター      西区五十嵐 1 の町６３６８番地４８ 

②新潟市黒埼地区総合体育館        西区金巻７４６番地１ 

③新潟市小針野球場                西区小針１丁目５番１号 

④新潟市黒埼地区野球場            西区木場６３０番地 

⑤新潟市山田高架下ゲートボール場   西区山田２３０７番地３１６ 

⑥善久河川敷公園庭球場            西区善久河川敷 

⑦流通公園庭球場                  西区流通センター５丁目 

⑧寺地河川敷公園庭球場            西区寺地６７２番地１ 

西区体育施設等 

指定管理者候補者 

選定委員会 

委員長      橋本   修     新潟大学教育学部教授 

副委員長    高橋 由紀子  新潟市体育指導委員連盟副会長 

委員      深滝 信夫    新潟税理士法人深滝合同事務所 代表社員 

委員        坂田 公一    ㈶日本体育施設協会 

                     スポーツ施設研究所主任専門員 

委員        澤田 雄司    西区副区長 

指定管理者 

（候補者） 

財団法人 新潟市開発公社 

代表者名    理事長 鈴木 広志 

所在地      新潟市中央区白山浦１丁目６１３番地６９ 

指定期間 

（予定） 
平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日 

選定理由 

西区体育施設等の指定管理者候補者選定にあたっては，１団体から応募があり，具体的

な提案をいただいた。西区体育施設等指定管理者候補者選定委員会において事業提案書

等から安定的な経営姿勢・運営体制や平等利用の確保等に関する提案を審査した。さらに応

募者によるプレゼンテーション，委員によるヒアリングを行い，選定基準に基づいて総合的に

評価し，審査を実施した。その結果，収支計画について経費の縮減に一層の努力を期待しつ

つ，次の理由により，上記の団体が候補者として適当であるとして選定した。 

候補者は，指定管理制度を十分認識し，平等・公平や利便性の向上に意欲的に取り組ん

でいる点や管理運営について実績を積んでおり，人材・ノウハウ共に充実している点が評価

された。また，団体の財務内容及び管理体制が整っており，経営の安定性について評価を得

た。 

なお，各評価項目の評価結果は別表のとおりである。 

スケジュール 

選定委員会 選定方法確認             平成２０年６月２５日 

公募要領配布                   平成２０年７月７日～１６日 

指定管理者指定申請書等の受付       平成２０年７月１７日～２３日 

資格審査                       平成２０年７月２４日 

現地説明会                    平成２０年７月３０日 

公募要領質問書受付               平成２０年７月３１日～８月６日 

応募書類受付                   平成２０年９月４日～５日 

選定委員会 一次審査（書類審査）      平成２０年９月１２日 

二次審査（公開プレゼンテーション）    平成２０年９月２５日 

 

※今後，市議会の議決を経て，指定管理者に指定される予定。 

所管部署 

西区役所政策企画課 文化･スポーツ係 

電話：０２５-２６４-７１９３(直通) 

E-mail：seisaku.w@city.niigata.lg.jp 

 


